
●西院中学校 校則の見直しの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全校 

 【生徒主体の校則の見直し】 

 

・生徒総会で出てきた意見 

・生徒会役員が提案した意見 

 

 

など 

 【教職員主体の校則の見直し】 

 

・生徒の身体に関わること 

・家庭の経済的負担に関わること 

・人権に関わること 

・保護者・地域からの意見 

など 

  

5 月 
生徒会が校則の見直しについてのア

ンケートを作成し、全校生徒へ配布 

 校則見直し案を考え、生徒指導主任へ

相談。 

 ↓  ↓ 

５〜6 月 
各学級で、校則の見直しを行い、生

徒総会で発表 

 
生徒指導委員会で検討 

 ↓  ↓ 

６〜７月 
生徒総会で出た意見を生徒会が集約

し、検討 

 
運営委員会で検討 

 ↓  ↓ 

夏休み前 
生徒会が見直し案を作成し、生徒指

導部長へ提出 

 
職員会議で提案 

 ↓  ↓ 

 生徒指導委員会で検討  生徒・保護者に向け、変更を伝える 

（ホームページや文書など）  ↓  

 運営委員会で検討   

 ↓  

 職員会議で提案  

 ↓  

 生徒会が学校長へ提案  

 ↓  

 生徒集会で校則改正の是非を問う 

全生徒による投票 

 

 ↓  

秋 
生徒集会で投票結果の報告及び、 

新校則の共通理解 

 

 ↓  

 生徒・保護者に向け、変更を伝える 

（ホームページや文書など） 

 

 ↓  

 新たな校則の運用開始  

校則の見直しの注意点 

 

【生徒主体】 

 ・多数決の際、少数意見にも目を向ける 

 ・生徒の学校生活をより良くするものかどう

かを、教師が丁寧に検討 

 ・校則変更が目的ではない 

 ・変更後の校則により、辛い思いをする生徒

が、1 人も出ないようにする 

 

【教職員主体】 

 ・生徒の人権・経済的負担・健康に関するも 

は早急に検討・改正が必要 

 ・多くの教職員の意見を聞き、検討を重ねる 

 ・保護者へ、校則の変更を必ず伝える 


